
 

2023年 12月 1日 

各  位 

株式会社福井銀行 

 

同性パートナー・事実婚の方々に対する住宅ローンの取扱開始について 

 

 株式会社福井銀行（頭取 長谷川 英一）は、住宅ローンの連帯債務者・収入合算者・担保提供

者における配偶者の定義に、「同性パートナーの方々」「事実婚の方々」を含める取扱いを開始し

ます。 

 昨今、ジェンダーの多様性・結婚の形の変化に対する社会的関心が高まっており、お客さまの

ライフスタイルも大きく変化しています。今般の住宅ローンの取扱いが始まり、新たな選択肢が

広がることで、多様なライフスタイルを持つお客さまにとって、より豊かな生活を実現するきっ

かけとなることを期待しています。 

 福井銀行は今後も、お客さまのニーズに幅広くお応えできる商品・サービスの提供に努めてま

いります。 

 

記 

 

１．取扱開始日 

2023年 12月 1日（金） 

 

２．概要 

対象商品 福井信用保証サービスの保証付住宅ローン 

同性パートナー・事実婚の

方々が対象となる内容 

連帯債務・収入合算(※1)・担保提供(※2)  

※連帯債務となる場合は、夫婦連生団体信用生命保険のご加入が 

条件となります 

お申込時に必要となる書類 

【同性パートナーの方々】 

以下のいずれか 

(1) 自治体が発行する「パートナーシップ証明書」等の公的証明書 

(2) 公的証明書を発行していない自治体の場合は下記のすべての書類 

・合意契約に係る公正証書(※3) 

・任意後見契約に係る公正証書 

・任意後見契約に係る登記事項証明書 

【事実婚の方々】 

「未届の妻/夫」「妻/夫（未届）」との記載がある住民票 

※1 住宅ローンを申込みする本人の収入に配偶者等の収入を合算し審査すること 

※2 物件を共有する場合、共有者にも担保提供者として共有物件を担保に提供していただく

こと  

※3 合意契約に係る公正証書には以下の事項が明記されていること 

     ・二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること 

         ・二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必

要な費用を分担する義務を負うこと 



 

３．該当するＳＤＧｓの目標 

 

 

以  上 

 

 


